


国保に するとき
●他の市区町村から転入し
たとき(職場の健康保険な
どに加入していない場合)

●職場の健康保険などをや
めたとき(被扶養者からは
ずれたとき)

●子どもが生まれたとき ●生活保護を受けなくなっ
たとき

国保を とき
●他の市区町村へ転出した
とき

●職場の健康保険などに加
入したとき(被扶養者になっ
たとき)

●死亡したとき ●生活保護を受けるように
なったとき

加入の届け出が と……

国保では加入資格ができた日から保険給付を受

ける権利と保険税を負担する義務が生じます｡ 資

格があるにもかかわらず､ 加入の手続きをせずに､

保険税を納めないでいると､ さかのぼって納める

ことになります｡

★ほかに､ 世帯の構成が変わった (世帯主の変更

や世帯を分離したなど) ときや転居したときも

必ず届け出てください｡

やめる届け出が と……

他の健康保険に加入していなが

ら､ ついうっかり国保の保険証を

使って診療を受ける方がいます｡

このような場合には､ 国保で負担

した医療費を返していただくこと

になります｡

加入 やめる

遅れる 遅れる

問い合わせ先／国民健康保険資格に関すること 役場保険年金課 876-1593
支所住民係 878-2204

国民健康保険税に関すること 役場税務課 876-5284

1期分でも滞納している世帯には､ 有効期限を短くした ｢短期証｣ が郵送されます｡
速やかに完納するか､ 役場税務課で納付相談を受けてください｡
また､ 滞納が1年以上続いている世帯には､ ｢資格証明書｣ が交付され､ 医療機関の窓口で全額を

支払わなければならなくなります｡

14日以内
に手続きを

してくださ
い｡



以下に該当する場合は､ 必ず届け出てください｡
｢卒業したとき｣ ｢就職したとき｣
｢進学したとき (大学→大学院など)｣ ｢修学期間が変更したとき｣
｢綾川町に住民票を戻したとき｣ ｢学校や住所 (アパート等) が変わったとき｣

国保の保険証 (正しくは ｢国民健康保険被保険者証｣ といいます｡) の更新時期
は､ 昨年度から8月に変更しました｡ 新しい保険証は7月下旬に郵送する予定です
ので､ 7月末日までは､ 現在お持ちの保険証を引き続きご利用ください｡

保険証は国保の加入者であるという証明書であり､ お医者さんにかかるときの受診券の役割も果たす
ものです｡
■急病などに備えて､ 必ず手もとに保管しましょう｡
■他人に貸したり､ 借りたりしてはいけません｡
■お医者さんにかかるときは､ 必ず窓口に提示しましょう｡
･ 引き続き診療を受けるときも､ 月が変わったら提示してください｡
･保険証が変わったときは､ 必ず変わったことを伝えてください｡

■職場の健康保険に加入したり､ ほかの市区町村に転出したら使うことは
できません｡ 速やかに国保から脱退する手続きをしてください｡

マイナポータルから ｢健康保険証利用申込｣を行うと､マイナンバーカードが
保険証として利用できるようになります｡
保険証利用を希望しない場合は､ 今までどおり保険証を利用して受診でき
ます｡
※すべての医療機関・薬局においてシステムが導入されているわけでは
ありませんので､ マイナンバーカードで受診できる医療機関･薬局かど
うか事前に確認してください｡

マイナンバーカードをお持ちでない方は､ この機会にぜひマイナンバーカードを取得しましょう｡
取得方法については､ 役場住民生活課 ( 876-1114) にお問い合わせください｡

国保加入者が大学や短大､ 専門学校に進学するために､ 綾川町外に転出されるときは､ 学生用の保険
証 (マル学保険証) が交付できます｡
マル学保険証が交付された国保加入者の住所は綾川町外になりますが､ 国保の資格は転出前に所属し
ていた世帯の加入者となりますので､ 転出先で新たに国保に加入する必要はありません｡
マル学保険証の交付には手続きが必要です｡ 下記に記載するものをお持ちのうえ役場保険年金課また
は支所住民係へお越しください｡

届出に必要なもの ①在学証明書または学生証の写し
②ご本人の保険証
③マイナンバーを確認できるもの



対象者の所得要件
(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

軽減の
割 合

43万円＋
10万円×(※給与所得者等の数－1)以下 7割
43万円＋
(28.5万円×世帯の被保険者数)＋(10万円×(※給与所得者等の数－1))以下 5割
43万円＋
(52万円×世帯の被保険者数)＋(10万円×(※給与所得者等の数－1))以下 2割

区 分 令和2 ･ 3年度 令和4 ･ 5年度 増加額 (率)

均 等 割 額 49,800円 50,800円 1,000円

所 得 割 率 9.78％ 9.80％ 0.02％

問い合わせ先／役場税務課 876-5284 香川県後期高齢者医療広域連合事務局 811-1866

○令和4･5年度の保険料率改定について
後期高齢者医療制度の保険料は､ 全員が等しく負担する ｢均等割額｣ と､ 所得に応じて決まる ｢所

得割額｣ の合計額からなり､ 被保険者が個々に納めます｡
保険料率は､ 2年ごとに見直しを行い､ 都道府県ごとに決定するため､ 県内すべての市町で同じで

す｡医療費や被保険者数の増加などを考慮し､令和4･5年度の保険料率が下記のとおり改定されました｡

世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額などの合計額で軽減割合を判定します｡

･ 賦課期日 (4月1日) の世帯状況で判定しますが､ 年度途中で被保険者になられた方は､ 資格取得日
が賦課期日になります｡
･ 65歳以上の方は､ 公的年金所得について最大15万円を控除します｡
※一定の給与所得者と公的年金の支給を受けている方

○保険料額の通知について
個人ごとの保険料額は､ 7月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします｡

○賦課限度額の変更について
保険料の上限額は､ 64万円から66万円に変更されました｡

①仮徴収 (公的年金からの引き落とし) の対象の方
令和4年4月の公的年金からの引き落とし額 (いわゆる天引き) は､ 令和4年2月引き落とし分と同

額となります｡ ただし､ 4月から新たに引き落としが始まる方 (令和4年2月に引き落としされていな
い方) につきましては､ 令和2年中の所得を基に仮計算された保険料の1／6相当の額が引き落としさ
れます｡ さらに､ 令和4年度の保険料額が確定後､ 10月以降の引き落とし分で残りの保険料額の調整
が行われます｡

②仮徴収の対象外の方
令和4年6月に保険料額が確定後､ 令和4年7月から納付書または口座振替による納付が始まります｡

その後､ 公的年金からの引き落としに移行できる方については､ 10月から引き落としが始まります｡
※保険料の納付方法が公的年金からの引き落としの方で､ 口座振替による納付に変更を御希望の方
は､ 役場税務課窓口までお申し出ください｡ なお､ 公的年金からの引き落としから納付書による
保険料の納付への変更はできません｡



令和4年2月7日に給付金に関する確認書を対象の方に送付いたしましたが､ 本来申請

が必要な世帯 (令和3年1月2日以降､ 綾川町に転入された方が含まれる世帯､ 令和2年分

の所得の申告をされていない方が含まれる世帯) にも誤って確認書を送付しておりました｡

関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます｡

なお､ 前住所地で住民税が非課税だった方､ 所得の申告により非課税となった方が含ま

れる世帯は申請により給付を受けられることがありますので役場健康福祉課までお問い合

わせください｡

世帯の全ての方が､ 令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

● 対象となる世帯には､ 役場健康福祉課から給付内容や確認事項が書かれた確認書をお送りして
います｡ (2月7日に発送済みです)

● 中身を確認して､ 返信してください｡
【確認事項】 ①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか

②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
● 令和2年分の所得申告がまだお済みでない16歳以上の方が含まれる世帯は当該者の申告後､
役場健康福祉課へお問い合わせください｡

令和3年度住民税 (均等割) が非課税の世帯

問い合わせ先／役場健康福祉課 876-1113

世帯の中に､ 令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合

● 給付金を受け取るには､ 申請が必要です｡ (非課税証明書添付)
● まずは､ 役場健康福祉課へお問い合わせください｡

● 給付金を受け取るには､ 申請が必要です｡ (世帯全員の収入額がわかる書類を添付)

● 申請書をお送りします｡ まずは役場健康福祉課までお問合せください｡

● 手続き期間 令和4年2月21日(月)～令和4年9月30日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し､
世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯 (家計急変世帯)

新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合､
不正受給 (詐欺罪) に問われる場合があります｡

※住民税非課税相当とは､ 世帯員全員のそれぞれの年収見込額 (令和3年1月以降の任意の1か月収入×12
倍) が町民税均等割非課税水準以下であることを指します｡



問い合わせ先／役場住民生活課 876-1114 メール jinken@town.ayagawa.lg.jp

本町では､ 町民一人ひとりの人権を尊重し､ 多様性を認め合い､ 誰もが
自分らしく生きられる社会の実現をめざしています｡
この理念に基づき4月1日から ｢綾川町パートナーシップ宣誓制度｣ を導入し

ます｡

問い合わせ先／高松市松島町1丁目17-28 香川県県税事務所自動車税課 806-0314
(必ず事前にお問い合わせください)

令和4年度自動車税 (種別割) の減免申請は､ 4月1日(金)から5月26日(木)(土､日､祝日を除
く｡) まで､ 香川県県税事務所自動車税課 (高松市松島町) で受け付けますが､ 皆様のお住まいの
地区におきましても､ 次のとおり臨時に出張して受け付けますので御利用ください｡
受付日時
4月12日(火) ･ 4月19日(火) ･ 5月17日(火) いずれも 午前9時～午後4時
場 所
中讃税務窓口センター (香川県坂出合同庁舎内 坂出市江尻町1355) 0877-46-0421

パートナーシップ宣誓制度とは？
一方または双方が性的マイノリティ (性的少数者) である方々が､ 互いを人生のパートナーと

し､ 相互に責任を持って協力することを約束した関係であることを宣誓し､ 町が公的に証明する
制度です｡
婚姻制度とは異なり､ 法律上の効果は生じませんが､ 性的マイノリティの二人がパートナーシッ
プを形成することを尊重するものです｡

対象者の要件
･ 真にパートナーシップの関係を築いていること
･成年に達していること (令和4年4月から18歳以上)
･ 町内に住所を有している､ または町内への転入を予定していること
･配偶者がいないこと､ および他のものとパートナーシップの関係にないこと
･当事者同士の関係が近親者 (三親等以内の親族) でないこと

必要書類
・住民票の写し (転入予定のある方は転出証明書の写し)
・戸籍抄本または独身証明書 (外国籍の方は婚姻要件具備証明書及びその訳文)
・本人確認書類 (マイナンバーカード､ 運転免許証､ パスポート､ 在留カードなど)
・通称名の使用を希望する方は､ 日常生活で通称名を使用していることが分かる書類

※申し込みには事前の予約が必要です｡ 宣誓希望日の原則1週間前 (土日､ 祝日､ 年末年始を除く)
までに必ず役場住民生活課へ電話またはメールで予約してください｡



住民基本台帳法第11条第3項､ 同法第11条の2第12項､ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及
び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき､ 公表します｡

問い合わせ先／役場住民生活課 876-1114

申出者の氏名
法人の場合はその名称及び
代表者又は管理人の氏名

利用目的の概要
閲 覧
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

内閣府大臣官房政府広報室が実施する
｢農山漁村に関する世論調査 (附帯調
査 行政相談)｣ の対象者抽出のため

R3.5.25 畑田 15件

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

NHK放送文化研究所世論調査部が実施
する､｢2021年9月東京オリンピック・
パラリンピックに関する調査｣の対象
者抽出のため

R3.7.28 畑田 12件

一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久

内閣府が実施する ｢令和3年度 青少
年のインターネット利用環境実態調査｣
の対象者抽出のため

R3.9.9 滝宮 20件

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

内閣府が実施する ｢高齢者の日常生活・
地域社会への参加に関する調査｣ の対
象者抽出のため

R3.11.12 陶 20件

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

大阪商業大学が実施する ｢健康と暮ら
しについての調査 (JGSS-2022H)｣
の対象者抽出のため

R3.11.25 陶 14件

請求をした国又は地方
公共団体の機関の名称

請求事由の概要
閲 覧
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

自衛隊香川地方協力本部
陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関す
る募集事務のため

R3.11.29 全域 89件

自衛隊香川地方協力本部
自衛官及び自衛官候補生の募集事務の
ため

R3.11.29 全域 208件

【公表対象期間 令和3年1月1日～令和3年12月31日】

1. 住民基本台帳法第11条第1項の規定によるもの (犯罪捜査等のための請求に係るものを除く)

2. 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定によるもの (同項第3号に掲げる活動に係るものを除く)



投 票 日

4月17日(日) 午前7時～午後8時

投 票 場 所

第1投票所 (昭和公民館1階ホール)

第2投票所 (陶公民館1階ホール)

第3投票所 (綾南農村環境改善センター研修室)

第4投票所 (羽床小学校ランチルーム)

第5投票所 (枌所公民館)

第6投票所 (西分公民館研修室)

第7投票所 (綾上小学校屋内運動場)

第8投票所 (綾上農村環境改善センター多目的ホール)

第9投票所 (羽床上公民館)

後日郵送する入場券に記載された投票所で投

票してください｡

期日前投票

仕事や旅行に出かけるため､ 投票日当日に不

在が見込まれる人は､ 期日前投票ができます｡

○期日前投票

綾川町綾南農村環境改善センター研修室

及び綾上支所

○期日前投票期間

4月13日(水)～4月16日(土)

午前8時30分～午後8時

不在者投票

投票日当日に､ 香川県選挙管理委員会が指定

した病院・老人ホーム・老人保健施設等に病気

などにより入院中若しくは入院が見込まれる人､

又は､ 老人ホーム等に入所中若しくは入所が見

込まれる人などは､ 不在者投票ができます｡

投票できる人

綾川町の選挙人名簿に登録されており､ 投票

日当日に選挙権を有している人

選挙人名簿に登録される要件

◇綾川町内に住所を有する人で､満18歳以上

(平成16年4月18日までに生まれた人)

であること

◇令和4年1月11日以前から綾川町の住民基

本台帳に登録されていること

◇公職選挙法の規定による失格事項 (失権)

に該当しないこと

開 票

投票日の午後9時から綾南農村環境改善セン

ター多目的ホールで行います｡

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………

………………………………………

問い合わせ先／綾川町選挙管理委員会事務局 876-1906 FAX876-1948



令和4年4月17日執行の綾川町長選挙及び綾川町議会議員選挙では､ 選挙の投票日当日は町営
バスを臨時運行いたします｡ 路線／ダイヤは通常どおりです｡

投票所では､ 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組みますので､ ご協力をお願い
します｡

【お願い】
● 三密を避けるためには期日前投票を積極的にご利用ください｡
● 疾病等の特別の事情がない限り､ マスクの着用をお願いいたします｡
● 投票所出入口での手指の消毒､ 来場前後の手洗いにご協力ください｡
● 他の選挙人との距離を保つようお願いいたします｡
● 投票所でも鉛筆を用意しておりますが､ 鉛筆を持参し､ 使用することができます｡

【投票所の感染症対策】
● 投票管理者､ 投票立会人及び投票所従事職員はマスク等を着用します｡
● 投票所には消毒液を設置します｡
● 換気を定期的に行います｡
● 記載台､鉛筆を定期的に消毒します｡記載台は各投票所の状況に応じて間隔をあけて設置します｡

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で､ 一定の要件に該当する方は､
｢特例郵便等投票｣ ができます｡ 手続等の詳しいことは選挙管理委員会にお問い合わせください｡

【特例郵便等投票の対象となる方】
◆以下に示す ｢特定患者等｣ に該当する選挙人で､ 投票用紙等の請求時において､ 外出自粛要請
又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日
から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は､ 特例郵便等投票ができます｡

｢特定患者等｣ とは､
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法
第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
②検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置 (隔離・停留の措置) により宿泊施
設内に収容されている方

【濃厚接触者の方の投票について】
◆新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は､ 濃厚接触者に当たる可能性があります｡
◆濃厚接触者の方は､ 特例郵便等投票の対象ではありません｡
投票のために外出することは ｢不要不急の外出｣ には当たらず､ 投票所等において投票してい
ただいて差し支えありません｡
◆ただし､ せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし､
マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対
策等にご協力をお願いします｡

★総務省
特例郵便等投票制度
周知ホームページ



令和4年度 狂犬病予防注射日程表

4月9日(土) 4月12日(火) 4月15日(金) 4月21日(木)

●西分公民館
9 00～9 25

●いきいきセンター
9 35～10 15

●山田公民館
10 25～10 55

●枌所公民館
11 10～11 40

●田畑公民館
9 00～9 15

●グリーンハイツ公民館
9 30～9 50

●上の原北公民館
10 00～10 20

●有岡前川原公民館
10 30～10 50

●一里山公民館東 (篭池)
11 00～11 10

●松崎公民館
11 30～11 50

●下和田バス停前
9 00～9 10

●農協枌所出張所
9 25～9 40

●栗原集会所
9 50～10 10

●主基集会所
10 20～10 30

●佛生寺駐車場
10 40～10 50

●東分地域交流館
11 05～11 25

●羽床公民館
9 00～9 50

● 橋集会所
10 05～10 25

●羽床上公民館
10 35～11 05

●牛川高齢者
コミュニティセンター
11 15～11 35

4月23日(土) 4月27日(水) 4月29日(金祝) 5月8日(日)

●農協昭和出張所
9 00～9 40

●昭和公民館 西駐車場
9 50～10 30

●農協陶支店
10 50～11 30

●JA香川県綾坂センター
11 40～12 00

●北の宮神社
9 00～9 40

●馬酔木公民館
9 50～10 10

●陶公民館
10 20～10 45

●大原団子出公民館
東駐車場
10 55～11 10

●陶大成公民館
11 25～11 50

●北原公民館
9 00～9 10

●萬屋公民館
9 20～9 25

●南かざし団地集会場
9 35～10 05

●旧昭和北保育所 前
10 15～10 30

●山下整形外科医院南駐車場
10 45～11 05

●えがお
11 20～11 40

●綾川町役場
9 00～12 00

新型コロナウイルス感染防止対策のため､
開催日が変更になる場合があります｡

上記の日程でご都合の悪
い方は､ 最寄りの香川県獣
医師会指定の動物病院で注
射を受けさせてください｡

今年も狂犬病予防注射の季節がきました｡ 予防注射
の案内のハガキが届いた人は､ 必ずそのハガキを持っ
て予防注射を受けに行ってね｡
また､ 初めて予防注射を受ける子は､

登録料金 (3,000円) と
注射料金 (3,000円) を

準備して予防注射会場まで来てね｡
最後に､ 散歩中のフンの後始末や放し飼いをやめる､

最後まで面倒を見るなど､ 飼い主としてのマナーもしっ
かり守ってね｡



①飼犬の登録申請 (法第4条)
【犬の生涯に一回】

登録票の交付手数料 3,000円
※犬を飼いだした日から30日以内｡ 生後90
日以内の犬を飼いだした場合は､ 生後90日
を過ぎた日から､ 30日以内に届出が必要で
す｡

②飼犬の狂犬病予防注射の実施
(法第5条)

【毎年１回】

注射料 2,450円
注射済票の交付手数料 550円
合計 3,000円

犬の飼い主は狂犬病予防法に基づき､ 町に対し下記の手続きが必要です｡

令和4

注射済票

町の行う会場で､ 注射を受けた場合はその場で①､ ②の手続きができます｡

それ以外の場所で注射を受け､ 注射済票を交付されなかった場合は､ 町へ ｢注射済
証明書｣ を持参の上①､ ② (注射済票の交付) の手続きを行う必要があります｡

◎ ①の手続きは登録が未済の場合に必要です｡
◎ 交付を受けた注射済票は飼犬に付けてください｡ 迷子になったときに直ぐに分かります｡
◎ ハガキが届いたのにその犬がすでに死亡しているときは死亡届の届出が必要です｡ 近くの

注射実施場所へお越しいただくか､ 役場住民生活課または､ 綾上支所へご連絡ください｡
･ 狂犬病予防注射の案内のハガキが届いている人は､ 必ず案内ハガキをご持参ください｡
･ 初めての方は､ 当日この申請書 (下記) に記入の上ご持参ください｡

★狂犬病は治療法のない､ 人
畜共通感染症で発症するとほ
ぼ100％死亡する､ きわめて
危険な疾病です｡ 犬を飼って
いる人は必ず狂犬病予防注射
と犬の登録を受けてください｡

登 録 票

問い合わせ先／役場住民生活課 876-1114
綾上支所住民係 878-2204

キ

リ

ト

リ

①登録は､ 犬の生涯に1度ですが､
狂犬病予防注射は毎年1回です｡
②散歩中の犬の ｢フン｣ の始末は､
きちんとして､ 持ち帰りましょう｡
③犬の放し飼いはやめましょう｡
④無駄吠えをしないようしつけをし
ましょう｡

役場1階フロアには動物愛護パネルを設置してい
ます｡ 迷い犬の捜索､ 保護の情報を掲示しています｡
飼い犬がいなくなったとき､ 迷い犬を保護したとき
は警察､ 保健所､ または役場住民生活課までお電話
ください｡



問い合わせ先／役場住民生活課 876-1114

昨年8月に栃木県の行政書士が､ 探偵業者の依頼に応じて戸籍謄本や住民票を不正取得したと
して､ 兵庫県警に逮捕されました｡
本町では､ 代理人や第三者に交付した場合に､ 希望する本人に交付した事実を通知する制度が

ありますので､ 是非ご活用ください｡

問1 登録型本人通知制度とは？
答 自治体が戸籍や住民票などの個人情報を第三
者 (弁護士､ 司法書士､ 土地家屋調査士､ 税
理士､ 社会保険労務士､ 弁理士､ 海事代理士､
行政書士､ 本人の代理人等) に交付した場合､
あらかじめ登録された住民に対して交付した
事実を通知する制度です｡

問2 どのようにすれば利用できるのか？
答 希望する方は､ 役場住民生活課または綾上支
所住民係で登録申請をしてください｡
登録は無料です｡
･ 登録ができる方 綾川町に住民登録されている方､ あるいは綾川町に本籍がある方
･ 登録申請時の持参物 本人確認ができるもの (運転免許証等)

問3 なぜ制度が始まったのか？
答 住民票や戸籍には本籍や住所､ 家族構成など重要な個人情報が記載されています｡
もし本人以外の第三者が不正に取得して悪用すると大変な被害が発生します｡
この通知制度は､ 第三者に戸籍等を交付したことを本人に通知することで心当たりがない場
合などは不正取得をチェックすることができます｡ また､ 通知制度があれば第三者による不
正取得を抑止する効果も期待できます｡

ご自身のプライバシーと人権を守るためにも､
是非､ 登録型本人通知制度にご登録ください!!

自宅の鍵を紛失したことに気づき､ 広告で格安な料金を表示する業者に作業を依頼したら､ 高
額な料金を請求されたという相談が寄せられています｡
請求額に納得できない場合は､ 後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ､ その場

での支払いはきっぱり断りましょう｡
支払ってしまった後でも､ クーリング・オフできる可能性があります｡

困った時は一人で悩まずに ｢消費者ホットライン 188(局番なし いやや！)｣
又は 香川県消費生活センター 087-833-0999､ 各県民センターへお電話ください｡



広い体育館で体操をしませんか｡ 楽しく運動して健康なからだをつくりましょう！

問い合わせ先／綾川町B＆G綾上海洋センター ( 878-3003) ＊木曜日は休館日ですのでご注意ください｡

水曜日①クラス 水曜日②クラス 金曜日①クラス 金曜日②クラス

時 間 午後4時30分～5時30分

期 間
5月11日～12月7日

全15回
5月18日～12月14日

全15回
5月13日～12月16日

全15回
5月20日～12月23日

全15回

休 み 8月17日､11月30日 8月24日､11月23日 7月22日､8月12日 7月29日､8月19日

定 員
各クラス 20名 (計80名)

※各曜日のクラス分けについては､事務局にておこないますので､クラスの選択はできません｡

対 象 者 綾川町内在住の4歳児･5歳児 (2016年4月2日～2018年4月1日生まれ)

場 所 綾川町B＆G海洋センター

会 費 7500円 (3期に分けて徴収いたします｡)

保 険 料 800円 (登録時に集金)

★指導者 喜多直美先生 (日本体育大学卒業｡ 県内でレクリエーション指導員として幅広く活動されています｡)

他 アシスタント2名

★申込方法 綾川町B＆G綾上海洋センター(木曜日休館) に申込書を持参
申込期間 4月1日(金)～6日(水) 午前9時から午後9時まで

★申 込 書 綾川町教育委員会(役場3階)､ 綾川町B＆G綾上海洋センター､ 綾川町ホームページ
(www.town.ayagawa.lg.jp) にあります｡

★重 要 定員を超えた場合は､ 抽選で受講生を決めます｡ 当否を郵送で送付します｡ その為､
申込時の住所にお間違いがないようご注意ください｡ 非当選の場合も郵送します｡
4月15日(金) までに結果が届かない場合は､ 以下の問い合わせ先に電話してくださ
い｡ 当選者は後日､ 登録手続きを綾上海洋センターで行います｡

問い合わせ先／役場経済課 876-5282

輸入食材があふれる時代､ 小さな農園で､ 野菜や花を育ててみませんか？
綾川町では､ 農業者以外のみなさんが土と親しみ自ら野菜や花等を栽培し､ 自然にふれあい農

業に対する意識や理解を深めてもらうためにレクリエーション農園を開園しています｡
自分の手で野菜や花等を育ててみたい方･体を動かすことが好きな方は､ 是非体験してください｡

◎募集農園・区画数
･ 南かざし農園(13区画) ･ 川の坂農園(4区画) ･ グローリーヒル農園(1区画)

■場 所 南かざし農園 綾川町畑田473-1 (南かざし団地東側)
川の坂農園 綾川町滝宮1725-1 (道の駅滝宮の南西)
グローリーヒル農園 綾川町滝宮1984-3

■利用資格 綾川町内在住の農業者以外の方
■期 間 令和5年3月末まで (その後は原則として1年更新)
■面 積 概ね15m×2m (約30㎡)
■利 用 料 年間2,000円 (南かざし農園と川の坂農園は別途水利費が必要です｡)
お申込み､ お問い合わせの方は役場経済課レクリエーション農園担当までお願いします｡
締め切りは､ 令和4年4月末です｡ 定員を超えた場合は抽選になります｡



中讃流域下水道 (大束川処理区) の都市計画について､ 大束川浄化センターの西側護岸におい
て､ 周辺の護岸と一体的に耐震改修工事を行うことに伴い､ 浄化センターの面積を縮小する変更
を行います｡
その内容を説明するための説明会を開催し､ 意見をいただくための公聴会を開催します｡

○説明会について
日時 4月8日(金) 午後7時から
場所 宇多津町役場西館2階 会議室 (香川県綾歌郡宇多津町1881番地)

※入場は自由です｡ 当日､ 直接会場にお越しください｡

○原案の閲覧と公述の申出
計画の原案を閲覧できます｡ また､ 公聴会に出席して意見を述べたい方は､ 原案閲覧場所にあ

る公述申出書を提出してください｡
日時 4月5日(火)～19日(火) 午前8時30分～午後5時15分(土､日曜日は除く)
場所 香川県土木部都市計画課､ 役場建設課

○公聴会について
皆さんの意見を見直しに反映させるため､ 公聴会を開きます｡ ただし公述の申出がないときは､

公聴会を中止します｡
日時 4月28日(木) 午後2時から
場所 宇多津町役場西館2階 会議室 (香川県綾歌郡宇多津町1881番地)

※傍聴したい方は直接会場へお越しください｡ なお､ 傍聴人は発言できません｡

問い合わせ先／香川県土木部都市計画課 都市政策・計画G 832-3557 役場建設課 876-5280

問い合わせ先／高松西警察署生活安全課 876-0110

令和3年中の香川県内における特殊詐欺被害総額は､ 1億円を超えました｡

犯人は､ 役場の職員､ 銀行員､ 警察官､ 建設会社など､ 様々な職業を名乗ってあなたに電話を

して､ 近くのATMで現金を振り込ませようとしたり､ コンビニエンスストアで電子マネーを買わ

せようとしたりするなど､ あの手この手であなたの大切な財産をだまし取ろうとします｡

電話の中で､

■ ｢還付金をATMで払い戻します｡｣

■ ｢コンビニで電子マネーを買って

ください｡｣

■ ｢あなたの名義を貸してください｡｣

■ ｢キャッシュカードを預かります｡｣

という言葉が出たら､ 特に注意が必要

です｡

このような電話があったときには､

話の途中でも電話を切って､

高松西警察署に相談してください｡
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予備自衛官補 (一般 ･技能)

資 格 一般：18歳以上34歳未満の者
技能：18歳以上で国家免許資格等を有

する者 (資格により年齢上限は
53歳未満～55歳未満)

受付期間 1月6日(木)～4月8日(金)

試 験 日 4月11日(月)～17日(日)
＊いずれか1日を指定されます｡

試験会場 香川県内で実施

一般曹候補生

資 格 18歳以上33歳未満の者(32歳の者は､
採用予定月の末日現在､ 33歳に達して
いない者)

受付期間 3月1日(火)～5月10日(火)

試 験 日 1次 5月20日(金)～22日(日)
【予備日：5月23日(月)～29日(日)】
2次 6月17日(金)～26日(日)
【予備日 6月27日(月)～7月3日(日)】
＊いずれか1日を指定されます｡

試験会場 香川県内で実施

幹部候補生 (一般 ･歯科 ･薬剤)

資 格 一般：
【大卒程度試験】22歳以上26歳未満
の者(20歳以上22歳未満の者は大卒
(見込含)､ 修士課程修了者等(見込含)
は28歳未満の者)
【院卒者試験】20歳以上28歳未満の
者 修士課程修了者等(見込含)
歯科 ･薬剤：専門の大卒(見込含)
20歳以上30歳未満の者(薬剤科は
20歳以上28歳未満の者)

受付期間 3月1日(火)～4月14日(木)

試 験 日 一般
1次 4月23日(土)･24日(日)
2次 5月27日(金)～6月2日(木)
3次 海6月23日(木)～27日(月)

空 7月16日(土)～8月4日(木)
歯科 ･薬剤
1次 4月23日(土)
2次 5月27日(金)～6月2日(木)
＊いずれか1日を指定されます｡

試験会場 香川県内で実施

＊詳しくは丸亀地域事務所まで､ お気軽にお問い合わせください｡

○ 丸亀地域募集事務所 丸亀市大手町2-4-24 大手町ビル3階

0877-23-6420

香川県警では､ 時代の進化とともにこれまで想像しえなかった犯
罪や災害､ 事件や事象に対応するため､ 多才で多様な人材を求めて
います｡
自然豊かで美しく暮らしやすいといわれるわが町を､ もっと安全

で安心な郷土にするためにあなたのチカラが必要です｡
綾川町を愛し香川を愛するあなただからこそ､ 警察官としてでき

ることがたくさんあるはずです｡
これからの未来のために､ あなたの個性や感性を生かしてみませ

んか｡

香川県警では､ 現在警察官 (大学卒業程度) の受験者を
募集しています｡

受験資格､ 申込受付期間
･ 警察官 (大学卒業程度)
･ 満22歳以上30歳以下のもの(大学卒業を要件としない)

申込受付期間 3月1日(火)～4月1日(金)

詳しくは高松西警察署までお問合せください｡
香川県警は､ 次の世代の安全と安心を担うあなたを待っています｡
高松西警察署警務課 ( 876-0110)

インスタグラム

▲

ホームページ

▲



時
４
月
９
日(

土)

午
後
１
時
〜
４
時

所
香
川
県
司
法
書
士
会
館

(

高
松
市
西
内
町
10－

17)

料
30
分
無
料

内

･

一
般
相
談(

相
続
登
記
、
不

動
産･

商
業
登
記
な
ど)

･

法
テ
ラ
ス
相
談(

法
テ
ラ
ス

要
件
に
該
当
す
る
場
合)

･

成
年
後
見
相
談

申
電
話
予
約

問
香
川
県
司
法
書
士
会
事
務
局

(

８
２
１)

５
７
０
１

時
４
月
14
日(

木)

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

内
電
話
に
よ
る
相
談

(

１
件
に
つ
き
30
分
以
内)

※
面
談
相
談
は
実
施
し
な
い

料

無
料(

た
だ
し
通
話
料
は
ご
負

担
い
た
だ
き
ま
す)

申
完
全
予
約
制
。

４
月
８
日(

金)

ま
で
受
付
。

(

８
２
２)

３
６
９
３

(

予
約
専
用)

問
香
川
県
弁
護
士
会

(

高
松
市
丸
の
内
２
番
22
号)

●
求
職
者
支
援
訓
練

時
５
月
25
日(

水)〜
８
月
24
日(

水)

午
前
９
時
30
分〜

午
後
４
時
10
分

所
㈲
ア
ク
セ
ス

(

丸
亀
市
土
器
町
東)

定
15
名

料
無
料(

テ
キ
ス
ト
代
は
実
費)

申

事
前
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
相

談
し
申
込
書
を
４
月
26
日(

火)
ま
で
に
同
社
に
持
参
又
は
郵

送
。

問
㈲
ア
ク
セ
ス

０
８
７
７(
２
２)

０
１
２
１

①
も
の
づ
く
り
溶
接
加
工
科

②
電
気
・
通
信
施
工
技
術
科

時
６
月
１
日(

水)〜
11
月
29
日(

火)

午
前
９
時
〜
午
後
３
時
10
分

所
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
香
川

定
各
15
名

料

無
料(

テ
キ
ス
ト･

作
業
着
代

は
実
費
必
要)

申
４
月
１
日(

金)〜
５
月
10
日(

火)

応
募
期
間
内
に
管
轄
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
職
業
相
談
窓
口
よ
り

応
募

問

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
香
川
訓

練
課

(

８
６
７)

６
７
１
６

時
４
月
１
日(

金)〜
６
月
30
日(

木)

内

番
の
州
公
園
で
撮
影
し
た
写

真
を
募
集
し
ま
す
。(

公
園
の

花
や
風
景
、
遊
ん
で
い
る
と

こ
ろ
な
ど
な
ん
で
も
Ｏ
Ｋ
！)

応
募
の
あ
っ
た
写
真
は
11
月

開
催
の

｢

木
の
実
ア
ー
ト
展｣

に
て
園
内
展
示
い
た
し
ま
す
。

申

募
集
期
間
中
に
イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
で
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ

｢

＃

番
の
州
公
園
フ
ォ
ト
２
０
２

２｣

を
付
け
て
写
真
を
投
稿
。

も
し
く
は
メ
ー
ル
で
写
真
デ
ー

タ
を
添
付
し
て
送
信
。

問
〒
７
６
２－

０
０
６
３

坂
出
市
番
の
州
公
園
５
番
地

坂
出
緩
衝
緑
地
管
理
事
務
所

０
８
７
７(

４
５)

６
８
２
０

E
-m
a
il:in

fo
@
b
a
n
n
o
s
u
5.

c
o
m

H
P
:h
ttp
://b
a
n
n
o
s
u
5.
c
o
m

『

春
の
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム』

時
４
月
29
日(

金･

祝)

午
前
９
時
〜
正
午(

雨
天
決
行)

所

香
川
県
満
濃
池
森
林
公
園

森
林
の
館

料
無
料

定
30
名(

電
話
受
付
先
着
順)

申
４
月
20
日(

水)

〜
24
日(

日)

公
園
管
理
事
務
所

０
８
７
７(

５
７)

６
５
２
０

16

遺
言･

相
続
に
関
す
る

無
料
法
律
相
談

広告

香
川
県
司
法
書
士
総
合
相
談

セ
ン
タ
ー

定
例
相
談
会

医
療
事
務･

調
剤
事
務
の

お
仕
事
を
目
指
し
ま
せ
ん
か

求
職
者
向
け
職
業
訓
練

令
和
４
年
度
６
月
生
募
集

｢

＃
番
の
州
公
園

フ
ォ
ト
２
０
２
２｣

募
集
！

満
濃
池
森
林
公
園
イ
ベ
ン
ト

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防

止
対
策
の
た
め
、
変
更･

中
止

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

時
日
時

所
場
所

対
対
象

定
定
員

料
料
金

予
予
約

内
内
容

〆
締
切

申
申
込
み

問
問
合
せ

他
そ
の
他

ここから下は広告です

広告
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広告

２
０
２
２
年
４
月
よ
り
皆
様
も
新
年
度

を
迎
え
、
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
ス
タ
ー

ト
さ
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
私
ど
も
Ｕ
Ｄ
Ｎ
香
川
Ｆ
Ｃ
と

し
ま
し
て
も
新
た
な
取
り
組
み
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

地
域
の
方
々
と
の
交
流
や
少
し
で
も
女

子
サ
ッ
カ
ー
を
知
っ
て
も
ら
う
、
体
験
し

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
目
的
か
ら
【
Ｕ
Ｄ

Ｎ
香
川
Ｆ
Ｃ
の
選
手
た
ち
と
楽
し
く
フ
ィ

ジ
カ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
】
を
開
催
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
際
に
も

使
え
る
フ
ィ
ジ
カ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
サ
ッ

カ
ー
ボ
ー
ル
を
使
い
な
が
ら
体
験
で
き
る

内
容
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
一
緒
に
Ｕ
Ｄ
Ｎ
香
川
Ｆ
Ｃ
の
選
手

た
ち
と
一
緒
に
運
動
し
ま
し
ょ
う
。
奮
っ

て
ご
応
募
お
待
ち
し
て
ま
す
。

場

所

Ｂ
＆
Ｇ
フ
ッ
ト
サ
ル
コ
ー
ト

実
施
曜
日

月
曜
、
金
曜(
予
定)

時

間

午
後
７
時
〜
９
時

(
予
定)

お
問
い
合
わ
せ
ご
連
絡
は
、
Ｕ
Ｄ
Ｎ
香
川

Ｆ
Ｃ
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

(

８
１
３)

７
０
４
４

担
当

越
智

(

代
表)

ここから下は広告です

広告

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
山
下
で
す
。
昨
年
冬
、
常
連
客

に
柏
原
渓
谷
キ
ャ
ン
プ
村
Ｔ
ａ
Ｔ
ｕ
Ｔ
ａ
の
森
の
魅
力
を

伺
い
ま
し
た
。

毎
月
利
用
の
Ａ

さ
ん
は

｢

東
日
本

大
震
災
後
、
Ｕ
タ
ー

ン
を
し
た
。
関
東

と
比
べ
、
香
川
は

海
や
川
、
山
へ
も

す
ぐ
に
行
け
る
と

気
づ
い
た
。
震
災

時
、
物
資
を
買
え

な
い
経
験
を
通
し
、

子
ど
も
の
防
災
訓

練
も
兼
ね
て
キ
ャ

ン
プ
を
始
め
た
。

今
は
ソ
ロ
キ
ャ
ン
プ
で
、
あ
え
て
仕
事
や
家
庭
で
の
立
場
か

ら
離
れ
る
た
め
に
一
人
の
時
間
を
確
保
し
て
い
る
。
自
然

の
中
で
の
解
放
感
は
気
持
ち
良
い
。
８
年
間
利
用
し
て
い

る
が
、
こ
こ
は
居
心
地
が
良
く
、
好
き
な
場
所
で
す
。｣

ま
た
、
年
２
回
利
用
の
Ｂ
さ
ん
は｢

立
地
、
価
格
、
施

設
が
良
い
。
親
し
み
あ
る
接
客
が
あ
り
、
掃
除
も
行
き
届

い
て
い
る
の
で
心
地
よ
い
。
満
足
度
が
高
く
、
何
度
も
リ

ピ
ー
ト
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
仕
事
で
は
大
変
な
思
い
を

し
て
い
る
が
、
自
然
の
中
で
仲
間
と
気
兼
ね
な
く
会
話
が

で
き
る
場
所
が
あ
る
か
ら
、
ま
た
仕
事
で
頑
張
れ
る
。
こ
う

い
う
場
所
が
あ
る
こ
と
は
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
う
。｣

他
に
も
好
意
的
な
意
見
が
多
数
上
が
り
ま
し
た
。
綾
川

町
の
素
晴
ら
し
い
財
産
だ
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

役
場
総
務
課
い
い
ま
ち
推
進
室

８
７
６－

５
５
７
７ 22

楽しそうに
利用する若者

自発的に落葉掻きで
遊ぶ子ども達

地域おこし協力隊
Facebook



4月の図書館

876-6100
開館時間：午前9時～午後6時
毎月最終金曜日は午後7時まで開館

878-2251
開館時間：午前9時～午後5時

日 時 23日(土) 午後2時～3時30分
会 場 生涯学習センター 研修室
講 師 古川 京司 氏(香川県漆芸研究所 所長)
対 象 一般
定 員 20名※申込み要(3月25日より受付開始)
内 容 香川の漆芸は､ 玉楮象谷から現代の名
工まで､ 特徴ある技法を用い多くの逸品が誕
生しています｡ 人間国宝を何人も輩出した香
川漆芸の世界を､ 歴史､ 人物､ 技法､ 作品や
これからの香川漆芸など､ 多角的な視点から
お話しいただきます｡

※申込は不要です｡ お気軽にご参加ください｡

日 時 2日(土) 午前11時～
場 所 生涯学習センター絵本コーナー
対 象 どなたでも

日 時 20日(水) 午後3時45分～
場 所 生涯学習センター 絵本コーナー
対 象 小学生

本を使ってクイズに挑戦！
物語もクイズも楽しめるおはなし会です｡

人間関係･仕事･お金･健康･恋愛･将来について､ コロナ時代に女性は
多くの不安・ストレスを抱えています｡ そんなオトナ女子の不安・モヤ
モヤ・ストレスに対し､ さまざまな学術分野の知識を駆使した解決法を､
マンガをからめてわかりやすく紹介｡ 誰にも相談できずにひとりで悩む
より､ 読むことで今よりラクになれる！おくすりのような本です｡

どうしたらストレスフリー
に生きられますか？

堀田秀吾／監修 出版者 新星出版社

電子図書館よりお知らせ

家康､ 江戸を建てる

日 時 24日(日) 午後1時30分(145分)～
場 所 生涯学習センター 研修室
定 員 20名※申込み要 (3月29日より受付開始)
内 容 ｢大都市･江戸｣を計画した徳川家康と家康の夢に人生をかけ
た男たちのドラマ！(2019年にNHK総合で放送された番組前後編で
す｡)※前編･後編の構成のため前編終了後10分ほど休憩があります｡

日 時 ①4月12日(火) ②4月19日(火)
③5月17日(火) ④5月31日(火)

時 間 各回 午前の部 午前10時30分～正午
午後の部 午後2時～3時30分

会 場 生涯学習センター 研修室
定 員 14名 (全ての講座を受講できる方)
内 容 ①地図・音声入力・カメラ

②1回目のおさらい・LINE
③LINE・カレンダースケジュール
④カレンダースケジュール・総復習

募集開始日 3月25日 (金)
注 意 ※全4回の連続講座です｡

※申込時に､午前受講､午後受講のいず
れかを選んでください｡4回とも同じ
時間での受講をお願いします｡

綾川町立図書館10周年のご挨拶
綾川町立生涯学習センターは､令和4年4月1日で開館10年を迎

えます｡
平成18年に綾南町､ 綾上町が合併し綾川町が誕生､ 6年後の平

成24年に図書館が開館し､ 現在は､ 以前からありました綾上図書
館と共に多くの皆様にご来館いただいており､ 誠に感謝申し上げま
す｡ 本の貸し出しだけでなく､ 様々なイベントを通して皆さんの生
涯学習に寄与する図書館として運営してまいりました｡ これからも､
｢いいひと いいまち いい笑顔 住まいる(smile)プロジェクト｣
に沿った､ ｢まち｣ と ｢ひと｣ を支える図書館として ｢おもいやり｣
｢誇り・愛着｣ ｢元気｣ をモットーに皆様をおむかえいたしますので､
次の10年間もよろしくお願いいたします｡
最後になりますが､ 図書館設置から今日まで多くの方のご尽力に

より図書館が継続して開館できておりますこと館長として感謝申し
上げます｡ 綾川町立生涯学習センター 館長 横山正幸

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
※29日(金)は生涯学習センターを午後7時まで開館します｡

※

電子
図書館の
おすすめ
本



社
会
的
障
壁

こ
れ
ま
で
障
害
の
あ
る
人
が
直
面
す
る
制
限
の

原
因
は
、
心
身
の
機
能
の
障
害
に
あ
る
と
す
る

｢

医
学
モ
デ
ル｣

と
い
う
考
え
方
が
定
説
で
し
た
。

し
た
が
っ
て
制
限
を
解
消
す
る
方
法
を
治
療
や
リ

ハ
ビ
リ
に
よ
る
身
体
機
能
の
改
善
、
つ
ま
り
障
害

の
あ
る
人
側
に
求
め
る
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
２
０
１
６
年
に
成
立
し
た
障
害
者
差

別
解
消
法
で
は
、
障
害
の
あ
る
人
の
制
限
の
原
因

が
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
す
る
十
分
な
配
慮
な
く

作
ら
れ
た
社
会
の
構
造

(

社
会
的
障
壁)

と
す
る

｢

社
会
モ
デ
ル｣

と
い
う
考
え
方
を
採
用
し
た
こ

と
に
よ
り
、
社
会
的
障
壁
を
解
消
す
る
た
め
に

｢

合
理
的
配
慮｣

を
義
務
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

｢

合
理
的
配
慮｣

と
は
、
障
害
者
の
権
利
確
保

の
た
め
に
負
担
の
な
い
範
囲
で
要
望
に
配
慮
し
た

対
応
を
と
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

共
生
社
会
に
向
け
て
の
変
化
は
本
県
に
も

障
害
者
基
本
法
の
改
正
に
よ
り
、
障
害
の
あ
る

人
と
な
い
人
が
一
緒
に
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
づ
く

り
が
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
責
務
と
な
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
、
障
害
者
虐

待
防
止
法
、
障
害
者
差
別
解
消
法
、
障
害
者
優
先

調
達
推
進
法
な
ど
、
次
々
と
関
連
法
令
が
変
わ
り

ま
し
た
。

香
川
県
に
お
い
て
も

｢

香
川
県
障
害
の
あ
る
人

も
な
い
人
も
共
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く

り
条
例｣

を
制
定
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
に
自
転
車
や
物

が
置
か
れ
て
い
た
り
、
障
害
者
専
用
駐
車
場
に
無

関
係
の
人
が
駐
車
し
て
い
た
り
と
、
ま
だ
ま
だ
法

令
や
条
例
の
趣
旨
が
浸
透
し
て
い
な
い
実
態
が
、

身
近
な
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
日
常
会
話
で
も
交
通
手
段
が
な
い
こ
と

を

｢

足
が
無
い｣

と
言
っ
た
り
、｢

片
手
落
ち
は

ダ
メ｣

な
ど
、
障
害
者
を
否
定
的
な
比
喩
に
使
う

場
面
が
散
見
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

無
意
識
、
無
自
覚
な
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、

一
人
ひ
と
り
が
日
常
生
活
を
見
直
し
、
障
害
者
と

そ
う
で
な
い
人
が
共
生
で
き
る
社
会
づ
く
り
を
す

す
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

(

Ｕ
Ｄ)

Ｕ
Ｄ
は
、
ど
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
も
分
か
り

や
す
く
、
安
全
に
、
安
心
し
て
使
う
こ
と
が
で
き

る
モ
ノ
を
作
る
と
い
う
モ
ノ
づ
く
り
の
考
え
方
の

こ
と
を
指
し
ま
す
。

○
シ
ャ
ン
プ
ー
容
器
の
ギ
ザ
ギ
ザ
は
、
目
が
不
自

由
な
人
や
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
人
に
も
便
利
で

す
。

○
缶
ビ
ー
ル
な
ど
の
ふ
た
に
は
、
点
字
が
あ
り
目

の
不
自
由
な
人
が
お
茶
や
ジ
ュ
ー
ス
と
区
別
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

○
乗
り
物
の
カ
ー
ド
な
ど
に
は
、
何
の
カ
ー
ド
か

が
分
か
る
切
り
込
み
が
あ
り
ま
す
。

身
の
回
り
を
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
視
点

に
立
っ
て
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
を
見
る
と
新
し
い
発

見
や
気
づ
か
な
か
っ
た
新
た
な
課
題
が
見
つ
か
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

障
害
者
差
別
の

解
消
と
共
生
社
会
づ
く
り

No.192

成
年
年
齢
は

２
０
２
２
年
４
月
１
日
か
ら

18
歳
に
な
り
ま
す
が
…

No.192

２
０
１
８
年
６
月
に
、
民
法
の
定
め
る
成
年
年
齢
を
18
歳
に
引
き
下
げ
る
こ
と

等
を
内
容
と
す
る

｢

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律｣

が
成
立
し
、
２
０
２
２
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
成
年
年
齢
は
18
歳
に
な
り
ま
す
。

民
法
が
定
め
る
成
年
年
齢
に
は
、

①
一
人
で
有
効
な
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
齢

②
父
母
の
親
権
に
服
さ
な
く
な
る
年
齢

と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
に
も

○
10
年
有
効
パ
ス
ポ
ー
ト
の
取
得

○
公
認
会
計
士
や
司
法
書
士
な
ど
の
国
家
資
格
に
就
く
こ
と

な
ど
に
つ
い
て
も
、
18
歳
で
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

※
お
酒
を
飲
ん
だ
り
た
ば
こ
を
吸
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

※
公
営
競
技

(

競
馬
・
競
輪
・
オ
ー
ト
レ
ー
ス
・
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
争)

の
年

齢
制
限
は
、
20
歳
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

４
月
１
日
か
ら
30
日
ま
で
の
一
カ
月
は
、｢

20
歳
未
満
飲
酒
防
止
強
調
月
間｣

で

す
。
国
税
庁
で
は
、
20
歳
未
満
の
者
が
お
酒
を
飲
ん
で
は
い
け
な
い
理
由
と
し
て

①
脳
の
機
能
を
低
下
さ
せ
る

②
肝
臓
を
は
じ
め
と
す
る
臓
器
に
障
害
を
起
こ
し
や
す
く
な
る

③
性
ホ
ル
モ
ン
の
分
泌
に
異
常
が
起
き
る
お
そ
れ
が
あ
る

④
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
な
り
や
す
く
な
る

⑤
20
歳
未
満
の
者
の
飲
酒
を
禁
ず
る
法
律
が
あ
る

の
５
つ
を
上
げ
て
い
ま
す
。
飲
酒
は
、
取
り
巻
く
環
境

(

身
近
に
お
酒
が
あ
る
こ

と
、
飲
酒
を
勧
め
る
人
が
い
る
こ
と
等)

が
大
き
く
影
響
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
20
歳
未
満
が
自
分
の
か
ら
だ
は
自
分
で
守
る
た
め
に

｢

ノ
ー
！｣

と
断
れ
る

強
い
意
志
を
も
つ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
人
が｢

勧
め
な
い
、
売
ら
な
い｣

な
ど
の
毅
然
と
し
た
態
度
で
、
20
歳
未
満
を
飲
酒
の
悪
影
響
や
リ
ス
ク
か
ら
守
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。



何
も
か
も
値
上
が
り
お
小
遣
い
は
値
下
り

山
下

繁
郎

重
油
高
ハ
ウ
ス
苺
が
揺
れ
て
い
る

渡
辺
千
代
子

天
国
へ
の
値
上
げ
の
話
す
る
閻
魔

丸
本
う
ら
ら

値
上
が
り
を
抗
う
ほ
ど
の
若
さ
無
く

清
木

純
子

わ
け
あ
り
の
値
上
げ
痛
み
を
抱
い
て
い
る

西
尾
三
重
子

値
上
げ
ラ
ッ
シ
ュ
タ
ン
ス
の
服
に
陽
が
当
た
る

池
内

良
子

家
事
仕
事
認
め
て
欲
し
い
値
上
げ
分

林

せ
つ
子

お
こ
づ
か
い
値
上
が
り
祈
る
初
詣

真
辺

明
子

値
上
が
り
へ
欲
し
が
り
ま
せ
ん
お
し
ゃ
れ
好
き

さ
い
と
う
み
え
こ

食
材
の
値
上
げ
に
知
恵
が
追
い
付
か
ぬ山

田

周
蔵

手
間
ひ
ま
が
か
か
っ
て
い
て
も
値
上
げ
出
来
ず

三
好

節
子

値
上
げ
し
て
心
も
寒
い
冬
の
夜

石
見
な
お
み

ガ
ソ
リ
ン
値
上
が
り
水
で
走
れ
た
ら

池
内

重
子

値
上
げ
な
く
値
下
が
り
な
く
て
平
和
な
世

渡
辺

博
則

書道というと､ ちょっと引かれる方が多いですが､
毛筆で ｢古筆｣ を書くという非日常的なことをする
のも良い刺激になりますよ｡ また､ 手書きの年賀状
を貰うと大変喜ばれること請け合いです｡
昼でも夜でも見学においでください｡

毎月第2･4火曜日 (昼)午前9時30分～11時30分
(夜)午後7時30分～ 9時30分
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問い合わせ先／えがお 876-2525 いきいきセンター 878-2212

風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます｡
平成30年の風しん感染拡大を受け､ 公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日～
昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に抗体検査を実施してきました｡
この期限を令和7年3月31日まで延長します｡

今までに公費で抗体検査を受けていない
昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性に無料クーポンをお送りします｡

風しんの追加的対策 検 索

対 象 者 香川県内に住所を有する方で､ 次のいずれかに該当する者｡ ただし過去に風しん抗体検査
を受けた結果､ 十分な量の風しん抗体があることが判明し､ 風しん予防接種を行う必要が
ないと認められるものは除く｡ (風しんの追加的対策対象者は対象外)
① 妊娠を希望する女性
② ①の配偶者などの同居者
③ 風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者

実施場所 香川県から委託を受けた医療機関
町内の協力医療機関は､ 西クリニック・松本内科胃腸科医院・溝渕クリニック・
三宅医院・桑島医院・滝宮総合病院・綾上診療所・陶病院です｡

検査受付 予約が必要な場合があります｡ 事前に電話でお問合せください｡

持 参 品 住所を証明する書類 (運転免許証､ 健康保険被保険者証等)

対 象 者 ｢香川県風しん抗体検査 (無料)｣ を受けた方で､ 風しんの抗体価が低く､ 医療機関で任
意で風しん含有ワクチン予防接種を受けた妊娠を希望する女性とそのパートナー (綾川町
民に限る)

助成金額 ●麻しん風しん混合ワクチン 上限8,500円
●風しん単独ワクチン 上限5,500円 ※接種費用は医療機関により異なります｡

申請方法 以下の書類をえがお又はいきいきセンターにご提出ください｡
□ 綾川町風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式がない方は印鑑をお持ちください)
□ 香川県風しん抗体検査結果票の写し
□ 本人名義の預金通帳の写し(本人名義以外の口座を希望する場合は､委任状を添付してください)
□ 実施医療機関が発行した領収書

HPV (ヒトパピローマウイルス) ワクチンの積極的勧奨を再開します
子宮頸がんの一部はHPV (ヒトパピローマウイルス) ワクチンの接種により予防できます｡

今年度案内対象者

①積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方
平成9年4月2日～平成18年4月1日生の女性
※3年間原則無料で接種ができます

②定期接種対象者
平成18年4月2日～平成23年4月1日生の女子
(小学6年生～高校1年生相当年齢)



あれっ？と思ったら。専門医に相談できます。
認知症相談

 時間／14：00～16：00（要予約）

4月13日●水 溝渕クリニック
心療内科

ご希望の方は事前に地域包括支援センターまでご連絡ください

びなんかずらの会
認知症の人を介護している家族の集いの場

4月26日● えがお火

 時間／13：30～14：30
認知症の人を介護している皆さん、介護仲間を作りませんか？

いっぷく広場

 時間／9：30～10：30

いきいき
センター
えがお4月15日●金

どなたでもお気軽にお立ち寄りください

新型コロナウイルス感染防止対策のため，中止になる場合があります

4月8日●金

（両日）

問い合わせ・申し込み

綾川町地域包括支援センター
（国保総合保健施設えがお内）

TEL 876－1002

今まで､ 皆さんが培ってきた経験や知識を､ ぜひ地域で活かしてください｡
驚かれるかもしれませんが､ ボランティア活動は健康のためにもなります｡
適度に体を動かしたり､ 話をしたり､ いろいろな人と関わりを持って､
生活不活発病やフレイルの予防をしましょう｡
また､ 誰かの役に立つことを実感することで､ 生きがいや地域とのつながりを感じ､ 自分
自身の安心につながります｡

綾川町地域包括支援センターまでお気軽にお問い合わせください

● おおむね､ 1時間で1スタンプ(100円)です｡
● 一人につき 年間 最大15,000円 換金できます｡
● 年度末に申請すると､ 1000円単位で換金できます｡
● 登録できるのは､ ボランティア活動に関心があり､ 自力で活動のでき
る小学生以上 (満20歳未満の場合は､ 保護者の同意が必要) の方｡
以上の方で､ 政治､ 宗教､ 営利活動を目的としない方｡

● 活動場所は､ 町内の指定された受入機関と自宅 (マッチングによる傾聴
活動､ ごみ出し) です｡

施設内や屋外での軽作業
● お茶やコーヒーの給仕
● レクリエーション参加の付き添い
● 将棋や傾聴活動
● お買い物活動の付き添い
● 作業の見守り
● 草抜きや草刈り
● ごみ出し



13 20～15 00
(要予約)
いきいきセンター

(R1.12月･R2.1月生)
えがお

9 30～10 30
いきいきセンター

(R3.6月､12月生)
えがお

13 20～15 00
(要予約)
いきいきセンター

(H30.8月生)
えがお

13 30～15 00
(要予約)
えがお

14 00～(要予約)
えがお

14 00～16 00
(要予約)
溝渕クリニック

13 30～
(要予約)
えがお

9 30～10 30
えがお

13 20～15 00
(要予約)
いきいきセンター

13 30～16 30
(要予約)
えがお

15 30～16 30
(要予約)
えがお

10 00～12 00
(要予約)
いきいきセンター

13 30～
(要予約)
えがお

(R2.9月生)
えがお 13 30～

いきいきセンター

昭和の日

13 20～15 00
(要予約)
いきいきセンター

10 00～11 00
(要予約)
子育て支援センターにじ

13 30～14 30
えがお

14 00～(要予約)
いきいきセンター

4月26日(火) 午前10時～11時
場所 子育て支援センター

｢にじ｣ (昭和こども園内)
877－2226
※母子手帳をご持参ください

※来月は ｢しいのき｣ (滝宮こど
も園内)で実施します｡

予約制

4月13日(水)
午後1時30分～3時
(1人30分ずつ)
場所 えがお

予約制
本人･家族などのこころ
の相談をお受けします｡

4月13日(水) 午後2時～
場所 えがお
相談担当 精神科医師
4月28日(木) 午後2時～
場所 いきいきセンター
相談担当 精神保健福祉士

予約制

お汁の塩分濃度測定はじめました｡ 味
噌汁･すまし汁･スープなどを鍋底から
かき混ぜてすくい､ ビニール袋やタッ
パに入れて持って来てください｡ 尿検
査･骨密度測定などもできます｡

※各行事は､ コロナウイルス感染拡大防止のため､ 変更 ･中止になる場合があります｡

申込み
問い合わせ先

えがお 876-2525
いきいきセンター 878-2212



山田 ･西分 ･昭和 ･陶 ･滝宮地区 火曜日

枌所 ･東分 ･山田 ･牛川 ･羽床上
羽床下地区 水曜日

西分 ･滝宮 ･陶地区 木曜日

東分 ･山田 ･滝宮 ･昭和地区 金曜日

山田 ･枌所 ･羽床上 ･羽床下 ･
滝宮地区 土曜日

3日
(日)

桑島医院 (内・胃) 087-878-2005 綾川

中川皮膚科医院 (皮) 087-870-6660 国分寺

辻上薬局 綾上店 087-878-3780 綾川

ミカワ調剤薬局国分寺役場前店 087-875-2077 国分寺

10日
(日)

和田内科医院 (内) 0877-86-6161 綾歌

イオン薬局 綾川店 087-876-6224 綾川

17日
(日)

滝宮総合病院 (小) 087-876-1145 綾川

もみの木薬局 滝宮店 087-876-9381 綾川

24日
(日)

三崎耳鼻科クリニック (耳) 0877-98-7696 飯山

山下整形外科医院 (整) 087-877-2272 綾川

イオン薬局 綾川店 087-876-6224 綾川

29日
(金)

高畠病院 (外・整) 087-874-3131 国分寺

コスモ調剤薬局 国分寺店 087-875-0011 国分寺

み
な
さ
ん
こ
ん
に

ち
は
。
春
で
す
ね
。

今
年
度
こ
そ
今
ま
で

通
り
の
学
校
生
活
を

と
、
去
年
の
春
こ
の

コ
ラ
ム
に
書
き
ま
し
た
が
、
結
果
は
皆

さ
ん
ご
存
知
の
通
り
で
す
。
新
学
期
が

始
ま
り
ま
す
。
今
年
度
こ
そ
、
と
心
か

ら
思
い
ま
す
。

さ
て
、
み
な
さ
ん
朝
ご
は
ん
を
食
べ

ま
し
た
か
？

今
日
の
朝
は
何
を
食
べ

ま
し
た
か
？

以
前
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
人
間
の

体
に
は
体
内
時
計
が
あ
っ
て
、
だ
い
た

い
25
時
間
で
１
周
す
る
よ
う
に
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
何
も
し
な
い

で
い
る
と
、
体
内
時
計
は
ど
ん
ど
ん
遅

れ
る
方
向
に
ず
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

遅
れ
が
ち
な
体
内
時
計
を
調
整
す
る
た

め
に
は
朝
、
き
ち
ん
と
起
き
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
光
に
は
体
内
時
計
を
リ
セ
ッ

ト
す
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
も

う
一
つ
大
切
な
の
が
、
朝
ご
は
ん
を
食

べ
る
こ
と
な
の
で
す
。

体
内
時
計
に
は
主
時
計
と
副
時
計
が

あ
り
ま
す
。
主
時
計
は
脳
の
中
に
あ
っ

て
光
の
刺
激
で
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
ま
す
。

副
時
計
は
体
の
い
ろ
い
ろ
な
細
胞
に
あ
っ

て
、
朝
ご
は
ん
を
食
べ
る
こ
と
で
リ
セ
ッ

ト
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

朝
ご
は
ん
を
食
べ
る
と
、
体
温
が
上
が

る
、
血
糖
が
上
が
る
、
腸
が
動
く
、
な

ど
体
の
様
々
な
仕
組
み
が
動
き
始
め
ま

す
。
そ
の
こ
と
が
脳
の
主
時
計
と
あ
い

ま
っ
て
体
内
時
計
を
調
節
し
て
い
る
よ

う
で
す
。

朝
ご
は
ん
を
食
べ
な
い
と
体
内
時
計

の
リ
セ
ッ
ト
が
う
ま
く
い
か
ず
、
脂
質

の
代
謝
が
乱
れ
た
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

消
費
が
減
っ
た
り
す
る
こ
と
で
太
り
や

す
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

空
腹
の
時
間
が
長
く
な
る
と
、
次
の
食

事
の
時
に
血
糖
の
上
が
り
が
大
き
く
な

り
、
血
糖
が
高
す
ぎ
る
と
体
に
と
っ
て

は
害
に
な
る
た
め
血
糖
を
下
げ
る
ホ
ル

モ
ン
が
一
気
に
出
て
、
今
度
は
反
っ
て

血
糖
が
下
が
り
す
ぎ
る
、
そ
ん
な
こ
と

を
繰
り
返
す
う
ち
に
糖
尿
病
を
発
症
す

る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

朝
ご
は
ん
を
食
べ
る
と
き
の
内
容
も

大
切
で
す
。
寝
て
い
る
間
低
く
な
っ
て

い
た
体
温
は
、
温
か
い
も
の
を
食
べ
た

ほ
う
が
早
く
上
が
っ
て
高
い
状
態
が
長

続
き
し
ま
す
。
パ
ン
と
牛
乳
よ
り
は
ご

飯
と
み
そ
汁
の
ほ
う
が
体
内
時
計
を
リ

セ
ッ
ト
す
る
の
に
は
よ
さ
そ
う
で
す
。

み
そ
汁
に
お
野
菜
や
お
豆
腐
を
入
れ
る

と
バ
ラ
ン
ス
も
ば
っ
ち
り
で
す
よ
。
温

か
い
も
の
を
食
べ
る
た
ほ
う
が
腸
の
活

動
が
よ
く
な
っ
て
便
も
出
や
す
く
な
り

ま
す
。
便
が
出
る
と
心
も
か
ら
だ
も
す
っ

き
り
し
ま
す
よ
ね
。

さ
あ
新
学
期
、
早
寝
早
起
き
、
そ
し

て
朝
ご
は
ん
朝
ウ
ン
チ
で
、
元
気
に
毎

日
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

綾
上
診
療
所

十
枝

め
ぐ
み

｢

朝
ご
は
ん
の
ス
ス
メ

再
び｣
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問い合わせ先／綾上診療所 TEL878-2002 FAX878-2216



アプリを使用すると､ 収集日の通知が来ますので便利です｡
各ストアより｢さんあーる｣で検索し､ ダウンロードしてください｡
右記のQRコードでもダウンロードできます｡ ios用 Android用

1日(金)

5日(火)

8日(金)

12日(火)

15日(金)

19日(火)

22日(金)

26日(火)

28日(木)

14日(木)
28日(木)

28日(木) 14日(木)
7日(木)
21日(木)

14日(木) 6日(水)

6日(水)
20日(水)

6日(水) 20日(水)
13日(水)
27日(水)

20日(水) 13日(水)

13日(水)
27日(水)

27日(水) 13日(水)
6日(水)
20日(水)

13日(水) 20日(水)

11日(月)
25日(月)

11日(月) 25日(月)
4日(月)
18日(月)

25日(月) 27日(水)

7日(木)
21日(木)

21日(木) 7日(木)
14日(木)
28日(木)

7日(木) 27日(水)

町では､ ｢小型家電リサイクル法｣ の認定事業者である ｢リネットジャパンリサイクル㈱｣
と協定を締結し､ 家庭で不要になったパソコンの宅配便による無料回収を2月1日より始めました｡
利用方法は以下のとおりです｡
【回収手順】
①リネットジャパンへ申込(https //www.renet.jp)
②パソコン等をダンボールに詰める
③宅配業者が希望日時に自宅から回収
● データはご自身で消去してください｡ (無料消去ソフトの提供などのサービスもあります｡)
● モニター､ プリンタなどの周辺機器､ その他の小型家電も一緒に回収可能です｡
● パソコンを含むダンボール1箱分の回収料金が無料｡ (箱のサイズ 3辺の合計が140㎝以内､ 重さ20㎏以内)
● インターネットが使用できない方は､ 下記のお問い合わせ専用窓口へご相談ください｡
＜詳しくは＞
リネットジャパンリサイクル㈱のHP https //www.renet.jp (｢リネットジャパン｣ 検索) を確認､
もしくはお問い合わせ専用窓口 0570-085-800 (10時～17時) にお問合せください｡

役場住民生活課 876-1114

申込み1 詰める2 回 収3



たばこ税も貴重な町の財源です｡
たばこは町内で買いましょう！

●保育料

●町営住宅使用料
5月2日(月)

指定された金融機関の窓口へ

[納期限]

●保育料

●町営住宅使用料
5月2日(月)

通帳の残高をあらかじめ確かめておきましょう｡

[期日]

4月1日(金)･15日(金)
午後5時30分～7時

戸籍や住民票の交付､ 税金や保険・年
金の相談など､ 昼間と同じ仕事をして
います｡ お仕事で昼間役場へ来られな
い方は夜の役場をご利用ください｡

役所や公団などの仕事についてお困り
の人や､ 苦情､ 要望のある人はご相談
ください｡
日 時／4月12日(火) 13時～16時
場 所／綾川町役場3階 第5会議室
担 当／総務課 876-1906
相談員／行政相談委員

家庭内のいざこざをはじめ､ 日常生活
の場で起きるトラブル､ 人権問題等で
お困りの人はご相談ください｡
日 時／4月21日(木) 9時～12時
場 所／綾南農村環境改善センター
担 当／住民生活課 876-1114
相談員／人権擁護委員

日常生活での心配のある人はご相談く
ださい｡
日 時／4月1日(金)､20日(水)

9時～12時
場 所／梅の里社会福祉センター
担 当／綾川町社会福祉協議会

876-4221
相談員／民生児童委員

身体 ･ 知的 ･ 精神 ･ 高次脳機能障害の
相談を行います｡
日 時／4月5日(火)

9時30分～11時30分
場 所／綾南農村環境改善センター

相談室
担 当／健康福祉課 876-1113
相談員／相談支援事業所職員

現在､職を探している方はご相談ください｡
日 時／4月8日(金)

9時30分～11時30分
場 所／綾南農村環境改善センター

研修室
担 当／経済課 876-5282
相談員／公共職業安定所の係員

行政･人権･くらし･身体障害者の各種相
談を行います｡ 各分野の専門の相談員
が相談に応じます｡
日 時／4月8日(金) 9時～12時
場 所／いきいきセンター
担 当／支所住民係 878-2204
相談員／行政相談委員･人権擁護委員･
民生児童委員･身体障害者相談委員

契約トラブル､ 商品やサービスなどに
かかる相談､ 苦情に応じます｡
日 時／4月22日(金) 10時～15時
場 所／綾南農村環境改善センター

相談室
担 当／経済課 876-5282
相談員／消費生活専門相談員

行政書士が相続 ･ 遺言問題等､ 皆様の
ちょっとしたトラブルや官公庁に提出
する書類等についてご相談を受けます｡
日 時／4月7日(木) 9時～12時
場 所／梅の里社会福祉センター
担 当／綾川町社会福祉協議会

876-4221
相談員／香川県行政書士相談員

街角の年金相談センター高松による出
張年金相談を行います｡
日 時／4月8日(金) 10時～15時
場 所／綾南農村環境改善センター

相談室
担 当／保険年金課 876-1593
予 約／ 811-6020 (予約専用)
相談員／街角の年金相談センター

高松職員

借金･離婚･相続･労働問題･犯罪被害な
ど弁護士による相談を実施します｡
要事前予約｡
日 時／4月22日(金)

9時30分～12時10分
場 所／梅の里社会福祉センター
担 当／綾川町社会福祉協議会

876－4221
相談員／香川県弁護士会 弁護士
相談費用／5000円(1回40分)
※事前予約の受付開始は4月1日(金)か
ら開始となります｡

匿名により､ 香典返しとしてご寄附を
いただきました

陶 宮本 敬造様より
教育費寄附金･育英資金として 50万円を

◎和紙ちぎり絵作品展
4月11日(月)～28日(木)

※新型コロナウイルス感染防止対策のため､ 中止にな
る場合があります｡

4月10日（日）、23日（土） 9時から12時まで

マイナンバー（個人番号）カードの交付および電子証明書の更新処理を、下記の日程で
日曜日も行います。平日の日中に役場へ来られない方は、ぜひご利用ください。

マイナポイント第2弾が始まりました！
マイナンバーカードを使ってお申込み
いただくと１人最大20,000円分のマ
イナポイントがもらえます。

※新型コロナウイルス感染拡大により、中止になる場合がございます。

広報あやがわ3月号16ページ ｢秋季善行表彰受賞者
表敬訪問｣ の記事にて､下記の通り誤りがありました｡

正：松本善昭氏 誤：松本義昭氏
訂正し､ お詫び申し上げます｡
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2月中の動き 出 生 13人
転 入 32人

・
・
死 亡 29人
転 出 54人

令和4年

2月末現在
人 口 23,497人
世帯数 9,983戸

・
・

男 11,438人
女 12,059人
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新型コロナワクチンの接種は強制ではなく､ 接種を
受ける人の同意がある場合に限り､接種が行われます｡
接種を受けていない人に対して､ 接種の強制や差別､
不利益な取り扱いをしないようお願いします｡

問い合わせ先

役場住民生活課 876-1114
みんなの人権110番 0570-003-110




